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給付または複数事業労働者

療養給付を受けていた人

（R3.3）

給付または複数事業労働者療養給付を
受けている人で、 その症状が固定したと認められる人
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業務による心理的負荷 （通勤災害に伴う心理的負荷を含みます。） を
原因とした精神障害により療養 （補償） 等給付を受けていた人で、 症状
固定後においても、 気分の障害、 意欲の障害、 慢性化した幻覚性の障害
または慢性化した妄想性の障害、 記憶の障害または知的能力の障害が
残存する人


